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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体の原料を加熱すると共に気化を防止するために加圧しながら脱硫処理するようにし
てある脱硫器に、安全弁を装備すると共に、該安全弁の出口側に、所要の熱容量を有する
凝縮器を接続してなり、上記安全弁の動作により減圧される脱硫器の内部で気化されて上
記安全弁から放出される気化原料を上記凝縮器にて凝縮し再液化させて回収できるように
し、更に、上記凝縮器を、脱硫器へ供給する液体の原料を貯留して該脱硫器に供給する供
給ヘッダを兼ねる構成としてなることを特徴とする脱硫処理設備。
【請求項２】
　凝縮器の熱容量を、脱硫器に内存する加熱状態の原料がすべて気化されてなる気化原料
の全量を凝縮し再液化させ得るような熱容量とした請求項１記載の脱硫処理設備。
【請求項３】
　脱硫器の下流側に、脱硫器圧力を保持させるための背圧弁を二重化させて設けてなる構
成として、通常は一方の背圧弁により上記脱硫器に所望される所要圧力を保持させるよう
にし、該一方の背圧弁に異常が発生する場合に、他方の背圧弁によって上記脱硫器の圧力
を維持できるようにした請求項１又は２記載の脱硫処理設備。
【請求項４】
　脱硫器より脱硫処理後の脱硫原料を導く脱硫原料ラインに、２つの背圧弁を並列に二重
化して設けると共に、該各背圧弁の下流側に電磁弁をそれぞれ設け、更に、上記脱硫器の
圧力を検出すると共に該脱硫器圧力の検出結果に基づいて上記各電磁弁へ開閉指令を与え
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る圧力スイッチを備えるようにした請求項３記載の脱硫処理設備。
【請求項５】
　脱硫器より脱硫処理後の脱硫原料を導く脱硫原料ラインに、２つの背圧弁を直列に設け
て、上流側の背圧弁の一次側圧力設定値の方が、下流側の背圧弁の一次側圧力設定値より
も大きくなるようにし、更に、上記脱硫器の圧力を監視するための脱硫器圧力検出計と、
上記下流側の背圧弁の一次側圧力を監視する下流側背圧弁一次側圧力検出計を備えるよう
にした請求項３記載の脱硫処理設備。
【請求項６】
　脱硫器より背圧弁までの脱硫原料ライン上に、脱硫原料が背圧弁を通過することにより
減圧されても気化しない温度まで該脱硫原料を冷却するための冷却器を設け、且つ脱硫原
料ラインにおける背圧弁よりも下流側に、該脱硫原料ラインを遮断し得る電磁弁を備え、
更に、上記冷却器の下流側位置の脱硫原料ラインを通る脱硫原料の温度を監視すると共に
該温度の検出結果に基づいて上記脱硫原料ラインに備えた電磁弁へ指令を与える温度スイ
ッチを備えるようにした請求項４又は５記載の脱硫処理設備。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、灯油等の原料を、脱硫器にて温度を高めると共に気化を防止するために加圧
しながら脱硫処理する脱硫処理設備に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、燃料を用いた他の発電方法に比して熱効率が高く、又、環境汚染が少ない
ため、有効な発電装置として期待されている。特に、固体高分子型燃料電池（ＰＥＦＣ）
は、１００℃以下という低温で発電が行なわれ、出力密度が高いので、他の形式の燃料電
池に比して小型化でき、しかも、電池構成材料の劣化が少ないこと、起動が容易であるこ
と、等の長所があることから、近年、小規模な業務用あるいは家庭用等の発電装置として
使用されるようになってきている。
【０００３】
　上記固体高分子型燃料電池を用いた発電装置（ＰＥＦＣ発電装置）の一般的な構成は、
以下のようにしてある。すなわち、図４に示す如く、電解質としてフッ素系のイオン交換
膜が用いられている固体高分子電解質膜の両面をカソード（空気極）２とアノード（燃料
極）３の両ガス拡散電極で挟持させてなるセルを、セパレータ（図示せず）を介し積層し
てスタックとしてなる構成として固体高分子型燃料電池１を形成する。上記固体高分子型
燃料電池１におけるアノード３の入口側には、改質器５、低温シフトコンバータ６、ＣＯ
選択酸化反応器（ＣＯ除去器）７を順に備えてなる燃料処理装置４と、加湿器８を設けて
いる。これにより、燃料供給部より供給される都市ガス（天然ガス）やメタノール等の原
料（原燃料）９を、脱硫器１０にて脱硫した後、原料予熱器（原燃料気化器）１１にて予
熱してから、水蒸発器１２より導かれる水蒸気１３と共に上記燃料処理装置４へ供給して
、該燃料処理装置４の改質器５にておよそ７００℃前後に加熱して水蒸気改質を行わせる
。得られる改質ガス（燃料ガス）１４を、低温シフトコンバータ６に導いておよそ２００
～２５０℃前後まで温度低下させてシフト反応させ、更に、上記ＣＯ選択酸化反応器７に
ておよそ１００～１２０℃前後まで温度低下させてＣＯ除去処理するようにする。しかる
後、上記燃料処理装置４より送出される改質ガス１４が、加湿器８にて加湿された後、上
記固体高分子型燃料電池１のアノード３へ供給されるようにしてある。一方、上記カソー
ド２の入口側には、酸化ガスとして空気１５が、圧縮器（空気ブロワ）１６で圧縮された
後、上記加湿器８を経てから供給されるようにしてある。
【０００４】
　かかる構成としてあることにより、上記固体高分子型燃料電池１にて、アノード３側に
供給される改質ガス１４中の水素と、カソード２側に供給される空気１５中の酸素とを電
気化学反応（燃料電池反応）させて、この際発生する起電力を取り出すようにしてある。
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１７は固体高分子型燃料電池１における数セルごとに備える冷却部である。
【０００５】
　ところで、近年では、上記図４に示したと同様のＰＥＦＣ発電装置において、固体高分
子型燃料電池１へ供給する水素リッチな改質ガス１４を生成させるための原料９として灯
油を使用することが考えられてきている。この場合、灯油は通常１０ｐｐｍ前後の硫黄成
分を含んでいるが、改質器５における改質触媒が硫黄成分により被毒される虞を防止する
ために、灯油中の硫黄成分をｐｐｂレベル、たとえば、１０ｐｐｂ程度まで低減させる必
要がある。そのために、上記したようなＰＥＦＣ発電装置にて改質ガス１４を得るための
原料９として灯油を用いる場合には、先ず、灯油脱硫器を用いて灯油の脱硫処理を行うよ
うにし、しかる後、該脱硫処理によって硫黄成分が十分に低減された脱硫灯油を、上述し
た如き燃料処理装置４の改質器５へ供給するようにしている。
【０００６】
　上記灯油の脱硫処理に用いる灯油脱硫器は、脱硫触媒を用いて灯油の脱硫を行うもので
あるが、該脱硫触媒に触媒性能を発揮させるためには処理温度を２００℃前後に維持する
必要がある。しかし、灯油を常圧のまま２００℃前後まで加熱すると蒸発が生じてしまう
。そのために、上記灯油脱硫器では、上記の如き加熱条件の下でも灯油が気化（沸騰）し
ないように、所定圧力に加圧した圧力条件の下で脱硫処理を行わせるようにしている（た
とえば、特許文献１参照）。
【０００７】
　したがって、灯油を燃料処理装置へ供給可能な脱硫灯油とすべく脱硫処理を行うための
脱硫処置設備としては、ヒータ等の所要の加熱手段を具備して上記２００℃前後まで加熱
できる機能を有する灯油脱硫器の下流側に背圧弁を付設して、該背圧弁の一次側圧力の設
定により、上記灯油脱硫器の内部圧力（脱硫器圧力）を、灯油が２００℃前後まで加熱さ
れた状態でも気化しないような所要圧力に加圧した状態として保持できるようにしてある
。又、上記灯油脱硫器自体が圧力容器となっていることに鑑みて、該灯油脱硫器に安全弁
を装備するようにしている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２５５８９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところが、上述したように、上記灯油脱硫器は、灯油を加熱すると共に加圧した条件の
下で脱硫処理するものであるため、該灯油脱硫器における灯油の脱硫処理中に、上記背圧
弁が故障したり、あるいは、灯油脱硫器に装備された安全弁が動作することによって脱硫
器圧力が一気に開放されるようになると、上記灯油脱硫器の内部で加熱状態とされている
灯油の気化を抑えていた圧力が減少して、該灯油脱硫器に内存されている灯油の蒸発が一
気に生じるようになる。そのため、この脱硫器圧力の開放が背圧弁の故障に起因している
場合には、上記灯油脱硫器内で発生する気化灯油が、上記故障した背圧弁を通して下流側
の燃料処理装置側へ噴出される虞が懸念される。一方、上記脱硫器圧力の開放が安全弁の
動作に起因している場合は、上記灯油脱硫器内で発生する気化灯油が、上記安全弁を通し
て外部へ噴出する虞が懸念される。しかも、上記灯油脱硫器に充填して用いている脱硫触
媒の比熱が大きいために、上記のように背圧弁の故障、あるいは、灯油脱硫器に装備した
安全弁の動作により脱硫器圧力が減圧される場合には、灯油脱硫器に内存している灯油の
全量が気化されて放出されるようになる虞も懸念される。
【００１０】
　そこで、本発明は、灯油等の原料を加熱すると共に気化を防止するために加圧しながら
脱硫処理するようにしてある脱硫器の下流側に付設する背圧弁に異常（故障）が生じたり
、上記脱硫器に装備する安全弁が動作する場合にも、上記脱硫器に内存する原料が蒸発し
て気化原料が発生し、該気化原料が上記脱硫器の下流側に設けてある各種機器や、外部へ
向けて噴出される虞を未然に防止できるようにした脱硫処理設備を提供しようとするもの
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である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するために、請求項１に対応して、液体の原料を加熱すると
共に気化を防止するために加圧しながら脱硫処理するようにしてある脱硫器に、安全弁を
装備すると共に、該安全弁の出口側に、所要の熱容量を有する凝縮器を接続してなり、上
記安全弁の動作により減圧される脱硫器の内部で気化されて上記安全弁から放出される気
化原料を上記凝縮器にて凝縮し再液化させて回収できるようにし、更に、上記凝縮器を、
脱硫器へ供給する液体の原料を貯留して該脱硫器に供給する供給ヘッダを兼ねる構成とす
る。
【００１２】
　又、上記構成における凝縮器の熱容量を、脱硫器に内存する加熱状態の原料がすべて気
化されてなる気化原料の全量を凝縮し再液化させ得るような熱容量とした構成とする。
【００１４】
　上述の各構成において、脱硫器の下流側に、脱硫器圧力を保持させるための背圧弁を二
重化させて設けてなる構成として、通常は一方の背圧弁により上記脱硫器に所望される所
要圧力を保持させるようにし、該一方の背圧弁に異常が発生する場合に、他方の背圧弁に
よって上記脱硫器の圧力を維持できるようにした構成とする。
【００１６】
　上述の各構成において、脱硫器より脱硫処理後の脱硫原料を導く脱硫原料ラインに、２
つの背圧弁を並列に二重化して設けると共に、該各背圧弁の下流側に電磁弁をそれぞれ設
け、更に、上記脱硫器の圧力を検出すると共に該脱硫器圧力の検出結果に基づいて上記各
電磁弁へ開閉指令を与える圧力スイッチを備えるようにした構成とする。
【００１７】
　同様に、上述の各構成において、脱硫器より脱硫処理後の脱硫原料を導く脱硫原料ライ
ンに、２つの背圧弁を直列に設けて、上流側の背圧弁の一次側圧力設定値の方が、下流側
の背圧弁の一次側圧力設定値よりも大きくなるようにし、更に、上記脱硫器の圧力を監視
するための脱硫器圧力検出計と、上記下流側の背圧弁の一次側圧力を監視する下流側背圧
弁一次側圧力検出計を備えるようにした構成とする。
【００１８】
　更に、上記各構成において、脱硫器より背圧弁までの脱硫原料ライン上に、脱硫原料が
背圧弁を通過することにより減圧されても気化しない温度まで該脱硫原料を冷却するため
の冷却器を設け、且つ脱硫原料ラインにおける背圧弁よりも下流側に、該脱硫原料ライン
を遮断し得る電磁弁を備え、更に、上記冷却器の下流側位置の脱硫原料ラインを通る脱硫
原料の温度を監視すると共に該温度の検出結果に基づいて上記脱硫原料ラインに備えた電
磁弁へ指令を与える温度スイッチを備えるようにした構成とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の脱硫処理設備によれば、以下のような優れた効果を発揮する。
（１）液体の原料を加熱すると共に気化を防止するために加圧しながら脱硫処理するよう
にしてある脱硫器に、安全弁を装備すると共に、該安全弁の出口側に、所要の熱容量を有
する凝縮器を接続してなり、上記安全弁の動作により減圧される脱硫器の内部で気化され
て上記安全弁から放出される気化原料を上記凝縮器にて凝縮し再液化させて回収できるよ
うにし、更に、上記凝縮器を、脱硫器へ供給する液体の原料を貯留して該脱硫器に供給す
る供給ヘッダを兼ねる構成とし、より具体的には、上記凝縮器の熱容量を、脱硫器に内存
する加熱状態の原料がすべて気化されてなる気化原料の全量を凝縮し再液化させ得るよう
な熱容量とした構成としてあるので、上記安全弁の動作に伴って、上記脱硫器より気化原
料が外部へ放出される虞を未然に防止することができ、更に、凝縮器を、脱硫器へ供給す
る液体の原料を所要量貯留してなる供給ヘッダを兼ねる構成としてあることから、上記の
ように安全弁の動作によって脱硫器より放出される気化原料を凝縮器で凝縮させて再液化
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させてなる原料を、上記脱硫器へ再度供給して有効利用を図ることができると共に、上記
凝縮器と供給ヘッダとを別体として設ける場合に比してスペースを削減することが可能と
なる。
（２）上記（１）に示したと同様の脱硫器の下流側に、脱硫器圧力を保持させるための背
圧弁を二重化させて設けてなる構成として、通常は一方の背圧弁により上記脱硫器に所望
される所要圧力を保持させるようにし、該一方の背圧弁に異常が発生する場合に、他方の
背圧弁によって上記脱硫器の圧力を維持できるようにした構成とすることにより、上記一
方の背圧弁に異常が生じても、上記脱硫器が加熱状態のまま減圧されて気化原料が発生す
る虞を未然に防止でき、したがって、上記脱硫器の下流側に設ける各種機器に、気化原料
が放出される虞を未然に防止できる。
（３）脱硫器より脱硫処理後の脱硫原料を導く脱硫原料ラインに、２つの背圧弁を並列に
二重化して設けると共に、該各背圧弁の下流側に電磁弁をそれぞれ設け、更に、上記脱硫
器の圧力を検出し、該検出結果に基づいて上記各電磁弁へ開閉指令を与える圧力スイッチ
を備えるようにした構成とすることにより、通常は、一方の電磁弁のみを開放して該一方
の電磁弁に対応する一方の背圧弁によって上記脱硫器の圧力を保持させて脱硫処理を行う
ことができる。更に、この脱硫処理中に上記圧力スイッチにて検出される圧力が低下した
場合には、上記一方の背圧弁に異常が生じたと判断して、該圧力スイッチにより上記一方
の電磁弁を閉止させると共に他方の電磁弁を開放させることにより、該他方の電磁弁に対
応する他方の背圧弁によって上記脱硫器の圧力を維持させて脱硫処理を継続することがで
きる。
（４）脱硫器より脱硫処理後の脱硫原料を導く脱硫原料ラインに、２つの背圧弁を直列に
設けて、上流側の背圧弁の一次側圧力設定値の方が、下流側の背圧弁の一時側圧力設定値
よりも大きくなるようにし、更に、上記脱硫器の圧力を監視するための脱硫器圧力検出計
と、上記下流側の背圧弁の一次側圧力を監視する下流側背圧弁一次側圧力検出計を備える
ようにした構成とすることにより、通常は、上流側の背圧弁によって上記脱硫器の圧力を
保持させて脱硫処理を行うことができる。更に、この脱硫処理中に上記上流側の背圧弁に
異常が生じても、直列に配設してある下流側背圧弁により上記脱硫器の圧力を保持して脱
硫処理を継続することができる。この際、上記上流側背圧弁の異常は、上記脱硫器圧力検
出計により検出される圧力が、上記上流側背圧弁の一次側圧力設定値より下流側背圧弁の
一時側圧力設定値に低下することで検出できる。一方、上記通常運転中に下流側背圧弁に
異常が生じても、上記上流側背圧弁により圧力が保持されている脱硫器の脱硫処理は問題
なく継続できる。この下流側背圧弁の異常は、下流側背圧弁一時側圧力検出計にて検出さ
れる圧力が低下することによって容易に検出することができる。
（５）脱硫器より背圧弁までの脱硫原料ライン上に、脱硫原料が背圧弁を通過することに
より減圧されても気化しない温度まで該脱硫原料を冷却するための冷却器を設け、且つ脱
硫原料ラインにおける背圧弁よりも下流側に、該脱硫原料ラインを遮断し得る電磁弁を備
え、更に、上記冷却器の下流側位置の脱硫原料ラインを通る脱硫原料の温度を監視すると
共に該温度の検出結果に基づいて上記脱硫原料ラインに備えた電磁弁へ指令を与える温度
スイッチを備えるようにした構成とすることにより、背圧弁の異常により上記脱硫器で気
化原料が発生しているときに、該気化原料が脱硫原料ラインを通過するときの圧力損失が
大きくなることに伴って脱硫器の圧力があまり低下しない場合であっても、上記脱硫原料
ラインを気化原料が高温のままの流通するときの温度変化を上記温度スイッチにより検出
できて、脱硫原料ラインを電磁弁により遮断できるため、気化原料が下流側の各種機器へ
放出される虞をより確実に防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１は本発明の脱硫処理設備の実施の一形態を示すもので、図４に示したと同様の固体
高分子型燃料電池１へ供給する水素リッチな改質ガス１４（図４参照）を生成させるため
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の原料として灯油１８を燃料処理装置４の上流側にて脱硫処理するようにしたものである
。
【００２２】
　すなわち、内部に脱硫触媒（図示せず）が充填してあってヒータ等の図示しない加熱手
段によって上記脱硫触媒に触媒性能を発揮させることが可能な所要温度、たとえば、２０
０℃前後に加熱できるようにしてある灯油脱硫器１９を設け、該灯油脱硫器１９の下流側
に、一次側の圧力を上記２００℃前後の温度条件の下でも灯油１８の気化を防止できるよ
うな所要圧力に設定できる背圧弁２０ａ，２０ｂを、二重化させて設ける。これにより、
通常は、一方の背圧弁２０ａによって上記灯油脱硫器１９に所望される上記所要圧力を保
持させるようにしておき、該一方の背圧弁２０ａに故障等の異常が発生する場合は、他方
の背圧弁２０ｂによって上記灯油脱硫器１９に所望される所要圧力を維持できるようにす
る。
【００２３】
　更に、上記灯油脱硫器１９の所要個所に、安全弁２１を接続して装備させると共に、灯
油脱硫器１９の上流側にタンク２８に灯油１８を貯留するようにしてある凝縮器２２を設
置し、該安全弁２１の出口（下流）側と凝縮器２２とを気化灯油放出ライン２９で接続し
て、該凝縮器２２には、上記安全弁２１の動作に基づいて灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が
一気に開放され、この脱硫器圧力の開放に伴って灯油脱硫器１９に内存する灯油１８が気
化（ガス化）されるときに、上記安全弁２１を通し凝縮器２２へ放出させることにより再
凝縮させるようにする。そのため、凝縮器２２のタンク２８は、凝縮器２２へ導かれる気
化灯油１８ａの凝縮熱に対して十分な熱容量を有してなるものとする。これにより、灯油
脱硫器１９の運転中に上記安全弁２１の動作により脱硫器圧力が開放され、灯油脱硫器１
９内で気化灯油１８ａが発生するようになっても、該気化灯油１８ａが上記安全弁２１を
経て凝縮器２２へ導かれる時点で、該凝縮器２２内にて上記気化灯油１８ａを凝縮させて
、再液化された灯油１８として回収を図ることにより、気化灯油１８ａが外部へ放出され
る虞を未然に防止できるようにする。
【００２４】
　詳述すると、上記灯油脱硫器１９の下流側に脱硫処理後の脱硫灯油１８ｂを一時貯留す
るための脱硫灯油タンク２３を設置し、該脱硫灯油タンク２３と、灯油脱硫器１９の出口
１９ｂとを脱硫灯油ライン２４で接続するようにする。該脱硫灯油ライン２４の途中位置
には、主ライン２４ａとバイパスライン２４ｂを設けて、該各ライン２４ａと２４ｂに、
たとえば、共に一次側圧力を０．６ＭＰａに設定してなる常用背圧弁２０ａと異常時用背
圧弁２０ｂとを並列に二重化させて配設する。更に、上記常用背圧弁２０ａが設置してあ
る主ライン（以下、常用ラインという）２４ａにおける常用背圧弁２０ａよりも下流側位
置に、平常時は開放し且つ異常時には遮断（閉止）するための常用電磁弁２５ａを設ける
。又、上記異常時用背圧弁２０ｂを設けたバイパスライン（以下、異常時用ラインという
）２４ｂにおける異常時用背圧弁２０ｂよりも下流側位置に、平常時は閉止しておき且つ
異常時には開放するための異常時用電磁弁２５ｂを設ける。
【００２５】
　更に、上記灯油脱硫器１９の入口１９ａへ原料としての灯油１８を供給するための灯油
ポンプ３３付きの灯油供給ライン２６における該灯油ポンプ３３と上記灯油脱硫器１９と
の間の位置に、圧力スイッチ２７を設け、該圧力スイッチ２７により、該灯油脱硫器１９
の入口側圧力を検出するようにすると共に、該圧力スイッチ２７と上記常用電磁弁２５ａ
と異常時用電磁弁２５ｂとを接続して、圧力スイッチ２７の検出結果に応じて上記常用電
磁弁２５ａと異常時用電磁弁２５ｂへ指令を与えることができるようにする。これにより
、たとえば、上記灯油脱硫器１９の通常の運転時は、上記常用電磁弁２５ａを開放させる
一方、異常時用電磁弁２５ｂを閉止させた状態としておくことができて、灯油脱硫器１９
にて脱硫処理された後の脱硫灯油１８ｂが、上記常用電磁弁２５ａが設けてある常用ライ
ン２４ａのみに流れるようにして、該常用ライン２４ａ上に設けてある常用背圧弁２０ａ
により、上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力を、上記常用背圧弁２０ａの一次側圧力として
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設定されている０．６ＭＰａに保持できるようにしてある。この際、上記圧力スイッチ２
７は、上記灯油脱硫器１９の入口側圧力として、上記脱硫器圧力とほぼ同等の約０．６Ｍ
Ｐａか、又は、この圧力値から上記灯油脱硫器１９の内部での圧力損失分が変化した値の
圧力値が検出されるようになる。
【００２６】
　上記のような灯油脱硫器１９の通常運転中に、上記常用背圧弁２０ａに異常が生じて、
上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が減圧されるようになると、この脱硫器圧力の減少が灯
油脱硫器１９の入口側圧力にも影響して該入口側圧力が減圧されるようになる。このため
に、上記圧力スイッチ２７により、上記灯油脱硫器１９の入口側圧力の減少が検出される
と、上記常用背圧弁２０ａに異常が生じていると判断して、上記常用電磁弁２５ａに閉止
指令を与えると共に、上記異常時用電磁弁２５ｂへ開放指令を与えるようにしてある。こ
れにより、常用伝磁弁２５ａによって常用ライン２４ａを遮断させる一方、異常時用電磁
弁２５ｂを開放させることにより、灯油脱硫器１９にて脱硫処理された後の脱硫灯油１８
ｂが、上記異常時用ライン２４ｂのみに流れるようにして、該異常時用ライン２４ｂ上に
設けてある異常時用背圧弁２０ｂによって、上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力を、上記異
常時用背圧弁２０ｂの一次側圧力として設定してある０．６ＭＰａに保持できるようにし
てある。
【００２７】
　又、上記灯油脱硫器１９に装備する安全弁２１の出口側に接続する凝縮器２２は、たと
えば、所要形状のタンク２８内に、液体の灯油１８を所要量貯留するようにしてあり、更
に、上記安全弁２１の出口側と、上記タンク２８の底部とを気化灯油放出ライン２９にて
接続してなる構成としてある。これにより、灯油脱硫器１９の運転中に上記安全弁２１の
動作によって該灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が減圧されて、該灯油脱硫器１９の内部で気
化灯油１８ａが発生し、該気化灯油１８ａが安全弁２１より放出されても、該放出される
気化灯油１８ａを、気化灯油放出ライン２９を経て上記タンク２８内に貯留されている液
体の灯油１８の中へ吹き込むことにより、該気化灯油１８ａを上記液体の灯油１８との直
接的に熱交換させて冷却し、凝縮（再液化）させて液体の灯油１８として上記タンク２８
内にて回収できるようにしてある。
【００２８】
　上記凝縮器２２のタンク２８内に貯留させておく液体の灯油１８の貯留量は、上記灯油
脱硫器１９より安全弁２１を経て放出される気化灯油１８ａをすべて凝縮させて再液化さ
せるのに十分な熱容量が得られるように設定する。すなわち、上記タンク２８内に貯留さ
せておく液体の灯油１８の温度が低いほど、気化灯油１８ａとの温度差が大きくなり、気
化灯油１８ａから熱を奪って凝縮させる単位体積当たりの能力が大きくなる。そのため、
上記凝縮器２２のタンク２８内に比較的温度が高い状態で液体の灯油１８を貯留させてお
く場合には貯留量を多く設定し、比較的低い温度の灯油１８を貯留させておくことができ
る場合は貯留量を少なく設定すればよく、具体的には、灯油脱硫器１９に内存される灯油
１８の量の２倍～６倍量程度の範囲内で適宜設定するようにすればよい。
【００２９】
　更に、本実施の形態においては、上記灯油脱硫器１９へ灯油１８を供給するための灯油
供給ライン２６の上流側に上記凝縮器２２を接続することにより、該凝縮器２２が、灯油
脱硫器１９へ灯油を供給するための供給ヘッダとしての機能を兼ねるようにしてある。し
たがって、上記凝縮器２２は、タンク２８の所要高さ位置に図示しないレベルセンサを設
けて、外部の灯油供給部３０からの灯油１８の供給を適宜調整することにより、常に上述
した如き所要の貯留量の灯油１８を貯留させた状態に保持できるようにしてある。これに
より、上記安全弁２１の動作により灯油脱硫器１９より安全弁２１、気化灯油放出ライン
２９を経て放出されて気化灯油１８ａを上記凝縮器２２にて再液化させてなる灯油１８を
、上記灯油脱硫器１９へ再度供給できるようにしてある。
【００３０】
　更に又、上記灯油脱硫器１９では、２００℃前後の加熱条件の下で脱硫触媒と灯油１８
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を接触させることにより脱硫処理を行わせるようにしてあるため、脱硫処理直後の脱硫灯
油１８ｂは上記２００℃前後まで加熱された状態で得られるようになる。そこで、上記灯
油脱硫器１９の出口直後の位置の脱硫灯油ライン２４上には、上記灯油脱硫器１９より排
出される高温の脱硫灯油１８ｂを、灯油供給ライン２６を通して上記灯油脱硫器１９へ供
給する灯油１８と熱交換させるための脱硫灯油冷却器３１を設けて、上記脱硫灯油１８ｂ
の温度を、脱硫灯油ライン２４の途中位置に設けてある背圧弁２０ａ，２０ｂを通過して
減圧されても気化しない所要温度、たとえば、常温付近まで冷却できるようにしてある。
【００３１】
　ここで、上記脱硫灯油ライン２４は、上記脱硫灯油冷却器３１を経て冷却された後の液
体の脱硫灯油１８ｂを流通させる配管であり、上記灯油脱硫器１９における単位時間当た
りの灯油１８の脱硫処理量に見合う量の脱硫灯油１８ｂを流通させることができればよい
ため、その口径は比較的細く設定できる。これに対し、上記背圧弁２０ａ，２０ｂの異常
により灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が減圧されて該灯油脱硫器１９内で２００℃前後の気
化灯油１８ａが発生する場合、該気化灯油１８ａの体積は、上記脱硫灯油ライン２４を流
通する液体の脱硫灯油１８ｂの数百倍に達することがある。そのため、この脱硫灯油１８
ｂに比して非常に大きな体積の気化灯油１８ａが、上記口径が比較的細く設定してある脱
硫灯油ライン２４を流通すると圧力損失が大きくなってしまい、上記灯油脱硫器１９の入
口側に設けてある圧力スイッチ２７は、上記背圧弁２０ａ，２０ｂが健全な状態から異常
を生じるようになっても、圧力の変化（低下）を良好に検出することが困難になる可能性
がある。
【００３２】
　しかし、上記のような背圧弁２０ａ，２０ｂの異常により灯油脱硫器１９内で発生する
気化灯油１８ａは、上記脱硫灯油ライン２４上の脱硫灯油冷却器３１に達しても、気体で
あるため該脱硫灯油冷却器３１にてほとんど冷却されることなく吹き抜けてしまう。その
ために、図２（イ）に示す脱硫器圧力の経時変化のグラフと、図２（ロ）に示す上記脱硫
灯油冷却器３１の下流側での脱硫器出口側温度との経時変化のグラフの比較から明らかな
ように、上記背圧弁２０ａ，２０ｂの異常により図２（イ）にピークＡ，Ｂ，Ｃで示すよ
うに灯油脱硫器１９内の減圧が生じると、図２（ロ）にピークａ，ｂ，ｃで示すように灯
油冷却器３１の下流側での脱硫器出口側温度がほぼ同時に上昇することが判明した。
【００３３】
　そこで、上記脱硫灯油ライン２４における脱硫灯油冷却器３１よりも下流側で且つ常用
ライン２４ａと非常時用ライン２４ｂとの分岐点よりも上流側となる位置に、上記灯油脱
硫器１９より排出される脱硫灯油１８ｂの温度を監視する温度スイッチ３２を設け、該温
度スイッチ３２と常用電磁弁２５ａ及び異常時用電磁弁２５ｂとを接続して、温度スイッ
チ３２で検出される脱硫灯油１８ｂの温度に応じて上記常用電磁弁２５ａと異常時用電磁
弁２５ｂへ指令を与えるようにする。これにより、上記温度スイッチ３２にて、灯油脱硫
器１９より脱硫灯油冷却器３１を経ることによって本来常温付近とされるべき脱硫灯油１
８ｂの温度に比して高い温度が検出されるようになると、上述したように、上記圧力スイ
ッチ２７では圧力変化がほとんど検出されていない状態であっても、上記灯油脱硫器１９
の内部で高温の気化灯油１８ａが発生し、この高温の気化灯油１８ａが上記脱硫灯油ライ
ン２４、脱硫灯油冷却器３１を吹き抜けていると判断して、上記常用電磁弁２５ａ及び異
常時用電磁弁２５ｂを共に閉止状態とさせて脱硫灯油ライン２４を遮断し、気化灯油１８
ａが該脱硫灯油ライン２４を経て下流側へ放出される虞を未然に防止できるようにしてあ
る。上記のように脱硫灯油ライン２４を遮断すると、灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が高ま
るため、気化灯油１８ａの発生を抑えることができるようになる。又、上記脱硫器圧力が
過剰になる場合には、上記安全弁２１が動作して圧を逃がすようになるため、灯油脱硫器
１９自体に支障が生じる虞はない。更に、上記安全弁２１の動作により気化灯油１８ａが
該安全弁２１を通して放出されても、上述したと同様に、凝縮器２２で凝縮させて回収で
きるため、問題が生じる虞はない。
【００３４】
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　その他、図４に示したものと同一のものには同一符号が付してある。
【００３５】
　上記構成としてある脱硫処理設備を用いる場合は、上記灯油脱硫器１９を２００℃前後
まで加熱した状態とすると共に、灯油ポンプ３３を運転して、供給ヘッダを兼ねている上
記凝縮器２２より灯油供給ライン２６を経て上記灯油脱硫器１９へ灯油１８を供給すると
、上記灯油脱硫器１９の下流側の脱硫灯油ライン２４上に設けてある常用背圧弁２０ａの
一次側圧力に設定された所要の加圧条件下にて、上記２００℃前後まで加熱された灯油１
８が液体のまま脱硫触媒と接触させられることにより脱硫処理されて、硫黄成分が所要レ
ベルまで低下された脱硫灯油１８ｂが生成される。その後、上記脱硫灯油１８ｂは、脱硫
灯油冷却器３１にて冷却された後、上記脱硫灯油ライン２４を経て脱硫灯油タンク２３へ
導かれて一旦貯留された後、該脱硫灯油タンク２３の下流側に接続してある燃焼処理装置
４へ適宜供給されるようになる。
【００３６】
　上記脱硫処理設備の運転中に、上記常用背圧弁２０ａに異常が生じて上記灯油脱硫器１
９の脱硫器圧力が減圧されるようになると、該灯油脱硫器１９の内部で気化灯油１８ａが
発生する虞が生じるようになるが、この場合、上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力の減少に
伴う該灯油脱硫器１９の入口側圧力の減少が圧力スイッチ２７により検出されるようにな
ると、該圧力スイッチ２７は、上記異常を生じた常用背圧弁２０ａが設けられている常用
ライン２４ａを常用電磁弁２５ａにより速やかに遮断すると共に、異常時用電磁弁２５ｂ
を開放して、上記灯油脱硫器１９で生成される脱硫灯油１８ｂを異常時用背圧弁２０ｂが
設けてある異常時用ライン２４ｂへ流通させるようにする。これにより、上記異常時用背
圧弁２０ｂの一次側圧力の設定によって上記灯油脱硫器１９を所定の脱硫器圧力に保持さ
せて、上記灯油１８を加熱し且つ気化を抑えるよう加圧した条件の下で脱硫処理が継続さ
れるようになる。
【００３７】
　又、上記常用背圧弁２０ａや異常時用背圧弁２０ｂに異常が生じて灯油脱硫器１９の内
部で気化灯油１８ａが発生しているときに、この発生した気化灯油１８ａが上記脱硫灯油
ライン２４を流通する際の圧力損失が大きくなることに起因して、上記灯油脱硫器１９の
入口側の圧力スイッチ２７では該灯油脱硫器１９の入口側圧力の減少を検出し得ない場合
であっても、上記脱硫灯油ライン２４に設けた温度スイッチ３２により温度の上昇が検出
されると、上記脱硫灯油ライン２４に設けてある常用電磁弁２５ａ及び異常時用電磁弁２
５ｂの双方を閉止させることにより上記脱硫灯油ライン２４を遮断して、該脱硫灯油ライ
ン２４を通して下流側へ気化灯油１８ａが放出されないようにしてある。
【００３８】
　又、上記灯油脱硫器１９に装備した安全弁２１の動作により該灯油脱硫器１９の脱硫器
圧力が減圧されて該灯油脱硫器１９内にて気化灯油１８ａが発生し、この発生した気化灯
油１８ａが上記安全弁２１より放出される場合には、該気化灯油１８ａを上記安全弁２１
、気化灯油放出ライン２９を経て凝縮器２２へ導くと、気化灯油１８ａは、該凝縮器２２
に貯留されている液体状態の灯油１８との直接接触により冷却されて凝縮され、再液化さ
れた灯油１８として回収されるようになる。
【００３９】
　このように、本発明の脱硫処理設備によれば、灯油脱硫器１９にて灯油１８を加熱し且
つ加圧した条件の下で脱硫触媒の作用により脱硫処理できると共に、この脱硫処理中に、
たとえ、上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力を保持するための常用背圧弁２０ａに異常が生
じても、速やかに異常時用背圧弁２０ｂによりバックアップして上記灯油脱硫器１９の脱
硫器圧力の保持を継続できる。又、上記圧力スイッチ２７により灯油脱硫器１９の脱硫器
圧力の減圧が検出できない場合であっても、脱硫灯油ライン２４上に設けた温度スイッチ
３２による温度検出結果に応じて該脱硫灯油ライン２４を電磁弁２５ａ，２５ｂにより遮
断することで、気化灯油１８ａが下流側へ放出される虞を未然に防止できる。よって、上
記圧力スイッチ２７や温度スイッチ３２が上記のような作動をする際に背圧弁異常を同時
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に発報させるようにしておけば、作業者が速やかに背圧弁２０ａ，２０ｂの異常を知るこ
とができるため、上記各背圧弁２０ａ，２０ｂを点検し、必要に応じて修理、交換した後
、初期状態と同様の運転状態に回復させるようにすればよい。
【００４０】
　一方、安全弁２１の動作により灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が減圧される場合には、上
記安全弁２１を通して放出される気化灯油１８ａを凝縮器２２にて再液化させて液体の灯
油１８として回収できる。
【００４１】
　したがって、上記背圧弁２０ａ，２０ｂの異常が生じた場合、及び、安全弁２１の動作
時のいずれの場合においても、上記灯油脱硫器１９より、下流側や外部へ気化灯油１８ａ
が放出される虞を未然に防止することが可能となる。
【００４２】
　次に、図３は本発明の実施の他の形態を示すもので、図１に示したものと同様の構成に
おいて、灯油脱硫器１９の脱硫器圧力を保持するために二重化させて設ける背圧弁を、脱
硫灯油ライン２４の途中位置に並列に配設してなる背圧弁２０ａと２０ｂとする構成に代
えて、上記脱硫灯油ライン２４に、背圧弁３４と３５とを直列に配設して二重化を図る構
成としたものである。
【００４３】
　すなわち、上記脱硫灯油ライン２４の途中位置に、２段の背圧弁３４と３５とを直列に
配設する。更に、該各背圧弁３４と３５のうち、上流側に位置する一方の背圧弁（以下、
上流側背圧弁という）３４の一次側圧力の設定圧力値の方が、下流側に位置する他方の背
圧弁（以下、下流側背圧弁という）３５の一次側圧力の設定値よりも大きくなるように、
たとえば、前者を０．６ＭＰａ、後者を０．４ＭＰａに設定する。
【００４４】
　更に、上記灯油脱硫器１９への灯油供給ライン２６上に、上記上流側背圧弁３４により
保持される灯油脱硫器１９の脱硫器圧力を監視するための脱硫器圧力検出計３６を設ける
と共に、上記脱硫灯油ライン２４上における上記上流側背圧弁３４と下流側背圧弁３５と
の間となる位置に、上記下流側背圧弁３５によって保持される下流側背圧弁一次側圧力を
監視する下流側背圧弁一次側圧力検出計３７を設ける。
【００４５】
　３８は上記灯油脱硫器１９より排出される脱硫灯油１８ｂの温度を監視する温度スイッ
チ３２にて高温が検出された場合に該温度スイッチ３２からの指令で脱硫灯油ライン２４
を遮断するための電磁弁（遮断弁）である。その他の構成は図１に示したものと同様であ
り、同一のものには同一符号が付してある。
【００４６】
　本実施の形態によれば、通常運転時は、上記上流側背圧弁３４の一次側の圧力設定に基
づいて上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力が保持されるため、該灯油脱硫器１９にて、２０
０℃前後まで加熱すると共に、灯油１８の気化を抑えるように加圧した状態で、液体の灯
油１８を脱硫触媒と接触させて脱硫処理を行うことができる。
【００４７】
　上記灯油脱硫器１９の運転中に、上記上流側背圧弁３４に異常が生じると、該上流側背
圧弁３４により設定された一次側圧力が開放されるが、この上流側背圧弁３４の下流側に
は下流側背圧弁３５が直列に設けてあるため、上記灯油脱硫器１９の脱硫器圧力を、該下
流側背圧弁３５の一次側圧力の設定に基づいた加圧状態に保持することができ、したがっ
て、該灯油脱硫器１９にて気化灯油１８ａが発生する虞を未然に防止できる。更に、この
場合は、上記灯油脱硫器１９の入口側に設けてある脱硫器圧力検出計３６により検出され
る脱硫器圧力の値が、上記上流側背圧弁３４の一次側圧力設定値より上記下流側背圧弁３
５の一次側圧力設定値まで低下するようになる。よって、上記脱硫器圧力検出計３６によ
り検出される脱硫器圧力の値が、上記下流側背圧弁３５の一次側圧力設定値と対応した圧
力まで低下するときに、上流側背圧弁３４の異常を発報させるようにしておけば、作業者
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が上記上流側背圧弁３４の異常を直ちに知ることができて、該上流側背圧弁３４の修理、
交換を速やかに行うことが可能となる。
【００４８】
　一方、上記灯油脱硫器１９の運転中に、上記下流側背圧弁３５に異常が生じても、灯油
脱硫器１９の脱硫器圧力は、上記上流側背圧弁３４の一次側の圧力設定に基づいて初期状
態のまま保持されるため、灯油脱硫器１９の運転自体になんら問題は生じることはない。
又、この場合には、下流側背圧弁３５の直ぐ上流側位置に設けてある下流側背圧弁一次側
圧力検出計３７により、該下流側背圧弁３５の一次側圧力の開放が検出されるようになる
ため、上記下流側背圧弁一次側圧力検出計３７の検出圧力が低下するときに、下流側背圧
弁３５の異常を発報させるようにしておけば、作業者が上記下流側背圧弁３５の異常を直
ちに知ることができて、該下流側背圧弁３５の修理、交換を速やかに行うことが可能とな
る。
【００４９】
　なお、本発明は、上記実施の形態のみに限定されるものではなく、たとえば、凝縮器２
２は、灯油脱硫器１９より安全弁２１を通して放出される気化灯油１８ａをすべて凝縮さ
せるのに足りる所要の熱容量を有していれば、タンク２８内に所要量の液体の灯油１８を
貯留してなる構成に代えて、タンク２８内に別の冷却用媒体を収納してなる構成としたり
、更には、タンクを構成する鋼板自体が上記所要の熱容量を有してなる構成としてもよい
。又、上記凝縮器２２は、気化灯油１８ａを凝縮させ再液化させて回収する灯油１８の有
効利用を図ると共に、スペースを削減するという観点からは、灯油脱硫器１９へ灯油１８
を供給するための供給ヘッダを兼ねる構成とすることが望ましいが、灯油脱硫器１９へ灯
油１８を供給する灯油供給ライン２６の上流側に、上記凝縮器２２とは別に供給ヘッダを
設けるようにしてもよい。
【００５０】
　図１の実施の形態では、並列に二重化させて設ける各背圧弁２０ａ，２０ｂの一次側設
定圧力をそれぞれ０．６ＭＰａとし、又、図３の実施の形態では直列に二重化させて設け
る各背圧弁３４と３５の一次側設定圧力をそれぞれ０．６ＭＰａと０．４ＭＰａとして示
したが、図３の実施の形態における上流側背圧弁３４の一次側圧力設定値の方が下流側背
圧弁３５の一次側圧力設定値よりも高くなるよう設定してあれば、上記各背圧弁２０ａ，
２０ｂ，３４，３５の一次側圧力設定値を、灯油脱硫器１９にて脱硫触媒に触媒性能を発
揮させるために必要とされる加熱温度、及び、該加熱温度条件の下で灯油１８等の原料の
気化を抑えるのに必要とされる圧力条件に応じて適宜変更するようにしてもよい。
【００５１】
　更に、脱硫灯油タンク２３を、凝縮器２２と同様に、上記灯油脱硫器１９に内存する灯
油１８が気化灯油１８ａとされて放出されても、該気化灯油１８ａをすべて凝縮させて再
液化させるのに十分な熱容量を有してなるものとしてもよい。この場合には、たとえば、
万一、脱硫灯油ライン２４上の各背圧弁２０ａと２０ｂ，３４と３５が同時に故障状態と
なって、上記灯油脱硫器１９の内部で発生する気化灯油１８ａが脱硫灯油ライン２４を経
て脱硫灯油タンク２３へ導かれるとしても、該脱硫灯油タンク２３にて上記気化灯油１８
ａを凝縮させ再液化させて回収できて、下流の燃料処理装置４側へ気化灯油１８ａが放出
される虞を未然に防止することが可能となる。なお、上記のように灯油脱硫器１９の内部
で発生する気化灯油１８ａを脱硫灯油ライン２４を経て脱硫灯油タンク２３へ導いて凝縮
、再液化させて回収する場合には、上記灯油脱硫器１９における脱硫処理前の灯油１８が
気化されてなる硫黄成分の除去処理が行われていない状態の気化灯油１８ａが混入する可
能性があるため、この場合は、上記脱硫灯油タンク２３内の脱硫灯油１８ｂを再度灯油脱
硫器１９にて脱硫処理させるようにすればよい。
【００５２】
　本発明は、液体の原料を触媒性能を発揮させるために所要温度に加熱する必要がある脱
硫触媒を用いて脱硫処理する際、該所要温度においても気化しないように所要圧力に加圧
する必要がある脱硫処理設備であれば、灯油以外の原料の脱硫処理設備にも適用できるこ
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と、その他本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々変更を加え得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の脱硫処理設備の実施の一形態を示す概要図である。
【図２】（イ）は脱硫器圧力の経時変化を、（ロ）は脱硫器出口側温度の経時変化をそれ
ぞれ示す図である。
【図３】本発明の実施の他の形態を示す概要図である。
【図４】一般的な固体高分子型燃料電池発電装置の概要を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１８　灯油（原料）
　１８ａ　気化灯油（気化原料）
　１８ｂ　脱硫灯油（脱硫原料）
　１９　灯油脱硫器（脱硫器）
　２０ａ　常用背圧弁（背圧弁）
　２０ｂ　異常時用背圧弁（背圧弁）
　２１　安全弁
　２２　凝縮器
　２４　脱硫灯油ライン（脱硫原料ライン）
　２５ａ　常用電磁弁（電磁弁）
　２５ｂ　異常時用電磁弁（電磁弁）
　２７　圧力スイッチ
　３１　脱硫灯油冷却器（冷却器）
　３２　温度スイッチ
　３４　上流側背圧弁（背圧弁）
　３５　下流側背圧弁（背圧弁）
　３６　脱硫器圧力検出計
　３７　下流側背圧弁一次側圧力検出計
　３８　電磁弁
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